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○河野哲也委員長 ただいまから中山間地域振

興対策特別委員会を開会いたします。

まず、委員席の決定についてでございます

が、ただいまの御着席のとおり決定してよろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野哲也委員長 それでは、そのように決定

いたします。

次に、本日の委員会の日程についてでありま

すが、お手元に配付の日程案をごらんくださ

い。本日は委員会設置後、初の委員会でありま

すので、当委員会の設置目的に関する課題等に

つきまして、地域生活部、環境森林部及び農政

水産部により概要説明をいただいた後、調査事

項及び調査活動方針・計画について御協議いた

だきたいと思いますが、このように取り進めて

よろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野哲也委員長 それでは、そのように決定

いたします。

なお、初委員会でありますので、通常であれ

ば、概要説明に先立ちまして、３部それぞれに

委員及び執行部幹部職員の紹介を相互に行うと

ころでございますが、時間の制約等ございます

ので、お手元に配付の配席表にかえさせていた

だくことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野哲也委員長 では、そのように進めさせ

ていただきます。

なお、お諮りしたいことがございます。委員

会の傍聴につきましてお諮りいたします。宮崎

市の右松氏から本日の委員会を傍聴したい旨の

申し出がありました。これを許可することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野哲也委員長 それでは、傍聴人の入室を

認めることといたします。

傍聴される皆様にお願いいたします。当委員

会の審議を円滑に進めるため、静かに傍聴して

ください。また、傍聴に関する指示については

速やかに従っていただくようお願いいたしま

す。

では、執行部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前10時４分休憩

午前10時５分再開

○河野哲也委員長 委員会を再開いたします。

地域生活部においでいただきました。

初めに、一言ごあいさつを申し上げます。私

ども14名、先の県議会で委員として選任され、

今後１年間、調査活動を実施していくこととな

りました。当委員会の担う課題を解決するため

にともどもに努力してまいりたいと思いますの

で、どうかよろしくお願いいたします。
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なお、通常であれば委員の紹介をさせていた

だくところでございますが、時間の制約等ござ

います。紹介はお手元に配付の座席表にかえさ

せていただきたいと思います。また、同じく職

員の皆様の配席表も各委員に配付しております

ので、執行部からの御紹介をいただく必要はご

ざいませんので、よろしくお願いいたします。

それでは、早速でございますが、執行部から

概要説明をお願いいたします。

○丸山地域生活部長 皆さん、おはようござい

ます。あいさつだけ立ったままでさせていただ

きたいと思います。私、地域生活部長の丸山で

あります。よろしくお願いいたします。

私どもの地域生活部は発足して今年度で４年

目となります。過疎対策とか地域振興、それか

ら市町村行政、市町村合併、あるいは文化振

興、私立学校の振興、ＮＰＯ、安全・安心、そ

して情報、国際、そしてさらに交通問題と、幅

広い分野を担っておりまして、まさに県民と深

くかかわる部分を担っていると思っておりま

す。今年度１年間、部一丸となってさまざまな

課題に取り組む決意でありますので、委員の皆

様方の御支援と御指導を賜りますようよろしく

お願いを申し上げます。

それでは、座って説明をさせていただきま

す。地域生活部において所管をしております中

山間地域の振興に関する事項の概要について私

から説明をいたします。詳細につきましては、

後ほど地域振興課長から説明をさせます。

中山間地域の概念につきましては、いろいろ

とありますけれども、地域生活部におきまして

は、条件不利地域の振興を目的とした地域振興

５法のうち４法を所管しております。その最も

代表的なものとして過疎地域自立促進特別措置

法がございます。

過疎地域の振興について説明をさせていただ

きます。資料の詳細については後で課長の方か

ら説明させます。本県の過疎地域でありますけ

れども、本年３月31日に延岡市と北川町の合併

がありました。これによりまして、現在17の市

町村が過疎地域に指定されておりまして、県土

面積で言いますと56.2％、人口では12.6％を占

めているところであります。これら地域の発展

を図るために昭和45年の過疎地域対策緊急措置

法、いわゆる過疎法、これが施行されて以来、

平成17年度までの35年間、県と市町村、合わせ

まして約２兆1,800億円を投資しております。道

路交通網の整備を初め、生活環境の整備充実等

に努めてきたところであります。その結果、こ

れらの社会資本の整備水準は年々高まってきて

いるものと考えております。しかしながら、少

子高齢化の進行あるいは地域間競争の激化、そ

れから過疎を取り巻く環境は都市部と比べます

と依然厳しい環境に変わりはございません。地

域活力の低下が懸念をされているところであり

ます。このため、県におきましては、平成18年

２月に本県独自の計画であります宮崎県過疎地

域振興計画を策定しておりまして、「人と自然

が輝く元気なふるさとづくり」を目標に掲げま

して、過疎地域の振興に取り組んでいるところ

であります。今後とも中山間地域の振興に積極

的に取り組んでまいる所存でありますので、御

指導、御支援を賜りますようよろしくお願い申

し上げまして、私の説明を終わらせていただき

ます。

○湯浅地域振興課長 それでは、資料に基づき

まして御説明させていただきます。

３ページをごらんください。まず、中山間地

域の概念についてでございます。中山間地域を

辞書で引きますと、「平野の周辺から山地に至
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る平たんな耕地が少ない地域」となっておりま

す。昭和63年の農業白書で中山間地域という表

現が使用されて以来、一般的に使われるように

なりました。具体的な地域指定についての統一

的な基準はございませんが、主な考え方を２に

記載しております。まず、（１）でございます

が、農林統計上の区分であります。中間農業地

域と山間農業地域をあわせた地域を指す場合で

ございます。中間農業地域及び山間農業地域に

ついては、農業政策を地域特性に基づいて実施

するための統計上の区分で、中間農業地域は林

野率が50～80％で耕地は傾斜地が多い市町村、

また山間農業地域は林野率が80％以上で耕地率

が10％未満の市町村でございます。次に、

（２）ですが、過疎地域自立促進特別措置法を

初め、条件不利地域の振興を目的とした地域振

興５法の指定地域を中山間地域と言う場合がご

ざいます。その他、食料・農業・農村基本法

第35条では、「山間地及び周辺の地域その他地

勢等の地理条件が悪く、農業者の生産条件が不

利な地域」と定義されております。

続きまして５ページをごらんください。ただ

いま御説明いたしました地域振興５法と農林統

計上の中山間地域の一覧表でございます。一例

を挙げますと、三股町や都農町などは地域振興

５法の指定はされておりませんが、農林統計上

は中間農業地域になっておりますので、農林統

計上は中山間地域ということになります。

次に、７ページをごらんください。過疎地域

の現状でございます。まず、お断りしますが、

延岡市は平成18年２月、19年３月の合併により

市全域を過疎地域とみなすこととされておりま

すが、今回の資料における人口等データについ

ては旧延岡市は含めておりません。下の表１を

ごらんください。本県の過疎地域は17市町村が

指定されており、面積の56.2％、また人口

の12.6％を占めております。

続きまして８ページをお開きください。表２

でございます。過疎地域の総人口につきまして

は、平成12年の15万4,791人から平成17年には14

万4,882人と、率にして6.4％、約１万人が減少

しております。過疎地域の高齢者の割合は、平

成12年の29.6％から平成17年には33.4％に上昇

しており、非過疎地域の22.0％よりも11.4ポイ

ント高くなっております。また、逆に若年者の

割合は11.7％で、非過疎地域の16.4％よりも4.7

ポイント低くなっております。続きまして表３

でございます。平成17年の過疎地域における第

１次産業に従事する割合は29.1％で、非過疎地

域の10.2％に比べて非常に高くなっておりま

す。

次、９ページをごらんください。過疎地域振

興に係る投資額についてでございます。過疎地

域の振興につきましては、昭和45年の過疎地域

対策緊急措置法の施行以来、県及び市町村で計

画を策定し、各種事業に取り組んでまいりまし

た。その投資額は、昭和45年度から平成17年度

の35年間で、県、市町村、合わせて約２兆1,800

億円となっております。（１）の内訳を見ます

と、道路交通網の整備など交通通信体系の整備

と農業生産基盤の整備などの産業の振興で投資

額の約８割を占めております。次に、（２）の

社会資本の整備格差の状況でございますが、①

の道路改良率は、平成２年の32.1％から平成16

年の40.7％と整備が進んでおりますが、非過疎

地域との格差は14.4％から16.8％と逆に広がっ

ております。②の水洗化率につきましては、平

成４年の5.7％から平成16年の66.4％と確実に整

備されており、非過疎地域との格差も小さく

なってきております。
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次に、10ページをごらんください。本県にお

きましては、平成18年２月に本県独自の計画で

あります宮崎県過疎地域振興計画を策定してお

ります。この計画は、「人と自然が輝く元気な

ふるさとづくり」を目標に掲げ、過疎地域が有

する自然や伝統文化等の地域資源を生かした産

業の振興と交流人口の拡大について特に重点的

に取り組みながら、過疎地域がみずからの責任

と主体性のもと、地域独自の輝きを創造し、活

力を高めていけるよう、総合的な支援を行って

いくものとしております。また、分野別の施策

につきましては以下のとおりで、各分野におい

て全庁挙げて取り組んでおり、さまざまな施策

の展開が図られているところでございます。

次に、11ページをごらんください。地域生活

部における主な過疎地域等の振興に関する事業

についてでございますが、まず（１）元気のい

い地域づくり総合支援事業でございます。この

事業は平成17年度より実施しております。事業

の目的は、県内各地の豊かな自然、歴史や文化

など、その土地ならではの地域資源を生かし

て、市町村や地域住民による主体的で戦略性に

富んだ個性と魅力のある地域づくりの取組みを

総合的、重点的に支援していくものでございま

す。補助対象としましては、複数の市町村など

が連携して取り組む広域連携型と、過疎計画を

踏まえて自主的に取り組む過疎地域型があ

り、17年度、18年度で計18の計画を採択し、そ

れぞれ事業を展開しているところでございま

す。（２）ですが、第１次から第３次産業まで

を有機的に連携させるなど、複合的経営を取り

入れた第三セクターである総合産業法人が持続

的に発展できるよう総合的な支援を行う総合産

業支援事業も平成10年度より実施しておりま

す。

説明は以上でございます。

○河野哲也委員長 地域生活部の説明が終わり

ました。御意見、質疑がございましたら、御発

言をお願いいたします。

○松田副委員長 質問がないようでございます

ので、副委員長ですが、質問させていただきま

す。まず、元気のいい宮崎づくりということで

承りました。私どもも、中山間あるいは、過疎

地域というところでいろんな方の声を伺いま

す。そのために、一つにはよそから人を連れて

きてもらえんじゃろうかというような言葉があ

ります。その中で今、県の方ではガイドブック

ですとかビデオを首都圏の方で配布をしている

ということを聞いておりますが、これらのツー

ル、一番見たいなと思っているのは県民であっ

たりします。こういったものをいわゆる過疎地

域の方々、特に若い人たちに配布するあるいは

提示をするというようなことはお考えかという

ことと、もう一つが、地域を元気にするために

は知事を連れてきてもらえないだろうかという

声もたくさん聞きます。一人のキャラクターに

負うところにはリスクも多いかと思うんですけ

れども、本当に知事をもっと連れてきてほしい

と思っているエリアは県下一円あると思うんで

すけれども、そういった形で知事の派遣あるい

はさまざまな行事に各市町村に行っていただ

く、そのようなことはどうお考えかと思ってお

ります。特に知事に関しましては、公設秘書ま

た私設秘書の違いがあってなかなか難しいとは

聞いておりますが、その辺のことをお伺いでき

たらと思います。よろしくお願いいたします。

○湯浅地域振興課長 まず、１点目でございま

すけれども、ビデオとＤＶＤ、これは総合政策

課の方で作成したものでございますけれども、

もしそういうことで配布となればまた伝えてお
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きたいと思っております。

それと知事に各市町村に行っていただくこと

はどうかということですけれども、５月３日に

知事が西米良村に行かれまして、県民ブレーン

座談会ということでいろんな議論をされていま

して、そこで地域住民の方の問題点、意見を知

事が聞き取りましたので、今後の施策の中にそ

ういうのを反映されていくんじゃないかと思い

ます。

○丸山地域生活部長 ちょっと付言させていた

だきますけれども、副委員長がおっしゃったの

は二地域居住の話も含んでいると思うんですけ

れども、県では、短期滞在、二地域居住、長期

滞在、そして最終的には移住につながるという

ような方針で各部連携して取り組んでいるとこ

ろであります。地域生活部として何をしている

かということになるんですが、私どもの部では

主に情報発信と市町村の取組みに対する支援、

この２つを柱としております。当然一番住民に

近い地域自治体である市町村が積極的に取り組

むべき話でございますので、そういう積極的な

取組みをされる市町村に対して県としても積極

的な支援を行う、これが原則であります。昨年

度から事業に入っておりますけれども、県のポ

ータルサイト、ホームページに挙げております

し、それから昨年はシンポジウムを開催しまし

た。今年度は、先ほど申し上げましたように積

極的に、例えば短期滞在とか都市部でのＰＲ、

そういうところで事業を仕組まれるところに対

して何かできないかということで今、財政当局

と相談しているところであります。今、申し上

げたような情報発信についても県のホームペー

ジで見られた委員の方もいらっしゃると思うん

ですが、私から見ても余り充実してないんで

す。おっしゃるとおりなんです。ですから、今

年度はとにかく、気温が何度とか面積が幾らと

か人口が幾らとか病院数が幾らとかそういうこ

とじゃなくて、あれを見た県外の人が本当に宮

崎というのはいいところなんだな、行きたいな

と、そういう気持ちを起こさせる内容の充実に

努めたいと考えております。

それから、２点目の知事の話でございます。

知事は県民総力戦ということで当選をされたわ

けであります。先ほど課長が申し上げましたよ

うに、西米良村の小川でもそういう会合を持ち

ましたし、過疎地域にかかわらず、いろんな県

民の意見を聞きたいということでああいう出張

しての話し合いを持たれていると思うんですけ

れども、当然今後とも知事はそういう考えでい

らっしゃると思います。知事は常々言われてお

ります。県民の声を直接聞くことが一番大事で

あると言われておりますので、その方向でまた

相談等してまいりたいと考えております。以上

です。

○髙橋委員 国交省が各市町村に聞き取りをし

て調査をしたのが新聞に出ていたんですけれど

も、向こう10年間で集落が消滅する可能性があ

るところ、全国でたしか2,000とか出ていました

けれども、県内でそういう集落が予想されると

ころがあるのか、あればどのくらいなのか。

○丸山地域生活部長 髙橋委員がおっしゃった

のは限界集落の話だと思うんです。65歳以上を

今、高齢者と定義しておりますので、65歳以上

の人がその集落に半分以上占める、これが限界

集落です。長野大学の教授がそういう話を提起

されていると思うんですけれども、なぜ半分を

超えるとそういう集落が消滅するのかといいま

すと、例えば下水道の整備とか水道の整備と

か、それから消防団、いわゆる日常生活が保て

なくなるわけです。ですから、限界集落という
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言葉を使っていらっしゃると思うんですが、全

国的には調査された、今おっしゃったような話

があると思うんですが、県ではそこまで、今の

ところ実際どういう集落が幾つあるかというの

は把握してないところであります。

○髙橋委員 国交省が聞き取りしたと、私、見

たような記憶があるんですけれども、そこは難

しいんでしょうか。

○湯浅地域振興課長 国交省が各市町村に聞き

取りをしまして、100％の回収率だということで

聞いております。九州とかそういうブロックご

とに公表しておりまして、県ごとには数字を明

らかにしておりません。

○髙橋委員 可能な限り追求していただくとあ

りがたいなと思っています。

○湯浅地域振興課長 検討してまいります。

○横田委員 私が住む佐土原町でも周辺部の

ちょっと小高いところの集落はお店が一軒もな

いんです。車を運転できない高齢者世帯はそこ

に住めないという話が出ているんです。佐土原

でもそういうところが出てきているんです。中

山間地域なんか特にそういうところがたくさん

あるんじゃないかと思うんですが、日用品、例

えば食料品も含めて買えるお店が一軒でもあれ

ば全く違ってくると思うんです。県だけじゃな

くて市町村も含めて行政も支援してでもそうい

うお店をつくることも大事じゃないかなと思う

んですけれども、そこあたりどのようにお考え

でしょうか。

○湯浅地域振興課長 中山間地域のそういう生

活の機能といいますか、確かに14年ごろ過疎地

域の調査をしたときもやはり日常生活に支障が

あるという方々が半数ぐらいおられます。そこ

ら辺は今後、集落の内部だけじゃなくて集落相

互、緩やかな集落の連携を進めながら、お互い

に支え合っていく、そういう体制をつくってい

くことが必要じゃないかというふうに考えてお

ります。

○横田委員 例えばお店も含めてということで

よろしいんですかね。

○湯浅地域振興課長 確かに産業といいます

か、そういう商店が減少しております。一方で

はモータリゼーションは進んでおりますので、

そういったいろんな機能を駆使しながら支え

合っていくことが必要だと思っています。中山

間地域も最近は、この過疎地域の計画に書いて

おりますけれども、産業振興プロジェクトとい

うことで地場の産品を例えば加工してレストラ

ンにするとか、商品にして販売するとか、そう

いうふうにそれぞれ地域地域に産業を興しなが

ら、あるいは地域外に商品を販売してお金を地

域に持ってくるというふうに地域の産業を振興

していく、これを過疎計画の中で入れておりま

す。

○横田委員 そういう意味じゃなくてとにかく

日用品が、モータリゼーションと言われました

けれども、車を運転できない高齢者なんか買う

ことができないんです。だから、そこに住むこ

とができない。そういう地域を何とかしてやら

んとますます過疎が進んでいってしまうんじゃ

ないかという心配をするものですから、そうい

う質問をさせてもらったんですけれども。

○丸山地域生活部長 確かにそういうところが

あります。町の中でも当然あります。例えば宮

崎市でも近くのスーパーがなくなって、マン

ションに夫婦あるいは単身で暮らしていらっ

しゃる高齢者の方が中心部まで出ないとスーパ

ーがないとか、日常の買い物に困るわけです。

私ごとで恐縮ですが、私、都城市なんですが、

私のおふくろが都城市で83歳でひとり暮らしし



- 7 -

ておりますけれども、近くにあったスーパーが

なくなったんです。途端に買い物に困るという

んですね。足腰が弱っているから。町の中でも

確かにそういう現象は起こっております。昔か

らですけれども、走るスーパーマーケットとか

いって昔来ていましたね。現在でもそういうと

ころを回っているバスがあると思うんですけれ

ども、そういう個人商店といいますか、そこら

あたりも市町村なんかと協議して、どういう形

態でひとり暮らしの高齢者の方の日常の暮らし

にそごがないようにするのか、そこらあたりも

過疎対策ということでは取り組んでいく必要が

あるかなと思っています。10ページを見ていた

だくとおわかりのように、分野別の中で（５）

の④に商工業の振興とか書いてありますけれど

も、それとか総合産業の育成、例えば第三セク

ターなんかで10市町村に12ぐらい道の駅とかあ

りますね。ああいうタイプの小売店とかできな

いか、そこらあたり検討していく必要があると

考えております。以上です。

○河野哲也委員長 具体的なことは今後の調査

ということで、今日は概要説明に対して質疑ま

た応答も明確にお願いしたいと思います。

○中野一則委員 これから我々いろんなところ

を調査しますので、その参考としたいので、５

ページの表の三角の印、いわゆる一部指定です

ね、一部指定の具体的な地域を示す資料をいた

だきたいと思います。

○河野哲也委員長 執行部は準備できますか。

○湯浅地域振興課長 できます。

○中野明委員 ８ページの過疎地域の高齢

者、平成17年が33.4となっておるんです。こん

な数字じゃないかなと思うんですが、過疎地域

でもいわゆる市街地に近い高崎町とか入ってい

ますから、純粋に言うと、まだ入郷地区とかそ

こ辺を入れればこんな数字じゃないだろうと思

うんです。次の委員会でいいですから、高齢

者、過疎地域別、一回出してください。町村

別。

○湯浅地域振興課長 わかりました。次回に提

出いたします。

○中野明委員 もう１件。私、いつも思うん

ですが、地域振興、過疎対策とかいうやつは農

政もやっているわけです。グリーンツーリズム

とかね。林業は林業でフォレストツーリズムと

かやっている。例えば観光でも補助金を持って

います。どこでも使える便所をつくったりとか

ね。それと地域振興課で、４課やっているわけ

です。この過疎計画は今どこでつくっているの

か、地域振興課でつくっているんですか。

○湯浅地域振興課長 地域振興課でつくってお

ります。

○中野明委員 一回そこら辺を含めて統一し

た体系化したものを。今まで２兆何ぼ突っ込ん

だ。これからもずっと年齢構成見ると歯どめが

きかんというような状況です。東京もちょっと

町を出て埼玉行ったら同じようなところいっぱ

いある。要は働く場所ですよ。炭鉱の跡を見て

みなさい。炭鉱が閉鎖した途端に人がおらんよ

うになる。こんな一般的な言い方じゃなくて、

何で過疎になるかという問題をほじくり出して

検討せんと、今までのことを幾ら議論しても

しょうがない、そこらを含めて次からお願いし

ます。

○河野哲也委員長 委員会の重要な提言になっ

てくると思いますので、また検討ということ

で。

○濵砂委員 昭和40年代、宮崎県の人口、だん

だん過疎が始まるんですが、昭和40年を基準に

して現在までの人口減少率、旧市町村別に出し
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てください。

それから、交通通信体系の整備ということで

構成比55.3％と載っておりますが、携帯電話の

未通話状況、これも旧市町村ごとに出してくだ

さい。集落、それから未通話戸数、一緒にお願

いをいたします。わからんでしょうから、資料

でいいです。

それから、前から何回も言っているんですけ

れども、例えば私のところの旧東米良村、児湯

郡東米良村は当時人口が昭和40年代で5,000人か

ら5,200人おったんです。一部木城町に合併しま

したけれども、その後、西都市に合併をして、

当時５万人だった人口が今３万5,000人程度です

からぐっと減少してきたわけなんですが、その

中で当時の東米良村は五千数百名おったところ

が今は400人足らずなんです。これが過疎法の適

用にならないという現状があるんです。この辺

の要請は国にはやってきたのかどうか、部長、

答えていただけませんか。

○丸山地域生活部長 前の合併特例法がたしか

昭和40年にできて、そのときから何回かずっと

改正をされて、17年４月１日から合併新法に

なっていると思うんですけれども、旧法のもと

で東米良村が西都市と合併したと思うんです。

合併したときに旧村と旧市が過疎の取り扱いど

うなるかというのはちょっと私、承知しており

ませんけれども、そういうところです。回答に

なってないかもしれませんけれども。

○濵砂委員 ちゃんと追及していかにゃいかん

問題がありますので。かなり疲弊している。限

界集落どころじゃないんですよ。さっきもお店

の話が出ましたが、もうそういう状態じゃない

んです。人間が住めるか住めないかという状況

になっている。こういう状況をちゃんと見きわ

めて、県内全域にわたって調査をし、論議をし

ていかにゃいかんと思いますので、資料要求を

お願いいたします。

○中野一則委員 私も資料要求ですが、地域生

活部に入るのかどうかわかりませんが、今の話

を聞いて思い出したのでお願いしたいと思うん

ですが、ちょっと前に新聞に、これから先、集

落がなくなる件数が何ぼとかいうのが載ってい

たと思うんですが、全国で2,500だったですか

ね。特に九州が多いという話でしたが、あれの

宮崎県、市町村ごとに現在集落が幾つあって、

なくなる予定の集落はどことどこなのか、それ

は把握はしてないんですかね。

○湯浅地域振興課長 国交省が調査した結果は

九州ブロックとか四国ブロックという、そうい

う単位でしか発表しておりません。

○河野哲也委員長 調査を進める中でやってい

くということで。

○黒木正一委員 基本的なことですけれども、

過疎地域とか中山間地域の概念といいますか、

そういったものははっきりこういう資料にある

んですけれども、なぜ過疎地域、中山間地域を

振興しなければならないかという位置づけ、こ

れまで果たしてきた役割、これからやらなけれ

ばいけない使命、そういったものもきちんと明

確にされないとこういう計画だけに終わってし

まうということがありますが、一番基本的なも

のが、どのように考えて今後振興していくのか

というものが位置づけがされてないんじゃない

かと思うんですけれども、その点についてお願

いします。

○丸山地域生活部長 今、委員がおっしゃった

ことは一つの大変なポイントであろうと思うん

ですが、過疎というのは辞典なんか引くと、人

がその地域から流出して人が非常に少ない様子

とか書いてあります。それが過疎の辞書上の定
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義だろうと思うんですが、なぜ過疎が進むとい

けないのかという話になりますと、人がいなく

なるわけですから、先ほど私がちょっと申し上

げたように、そこに住む人の日常生活が成り立

たなくなるわけですね。どういうことかという

と、農林水産業は過疎地域でも一生懸命取り組

まれておるわけです。そこにはいわゆる水資源

の涵養とか、森林空間、いわゆる川下、都市部

に対する大きなインパクトというのがございま

す。そういうことを考えると、過疎地域がその

ままずっとすたれていくと国土保全上も非常に

問題がある。多分そういうことで過疎地域の振

興は必要であろうというふうに私は考えており

ます。

○坂元委員 委員会が何をやるのか、先に決め

るべきだと私は思うんですけれども、しかし、

今、部長が言ったのを聞いたんですが、それが

わかっているならなぜその対策やらないのです

か。部長が言った、そういうふうに過疎地域の

機能とか役割というのがあるんだと、それが

ちゃんと機能するように、限界集落にならない

ようにやる政策はどこにあるのか。ないからこ

ういう特別委員会をつくったんじゃないの。部

長が言っているのはわかっているわけです。だ

から困っているわけですよ。そういう体系づけ

た、過疎地域が困らないような、限界集落にな

らないようにするための政策を我々は求めて特

別委員会をつくっているわけだから、今、部長

が言ったような認識があるなら、その政策を出

せばいいわけですよ。

○丸山地域生活部長 冒頭申し上げましたよう

に、いろんなお金の話も申し上げましたけれど

も、県の行政、市町村、これに国の資金も当然

入っているわけでありますけれども、投資をし

てきました。例えば先ほど申し上げましたよう

に道路網の整備とか、あるいは公営住宅の整

備、観光・レクリエーション施設の整備、ある

いは下水道の整備をやってきております。それ

で全然過疎がとまってないかと言われれば、ま

さに現状そうでありまして、そこらあたりは我

々も十分認識をしております。また後で２つの

部が、委員会があると思うんですけれども、過

疎対策は我々地域生活部だけでもできません

し、当然市町村あるいは地域振興課だけでもで

きません。今後とも、過疎地域振興計画という

のは全庁一丸となって調整してつくった計画、

現状等を分析してつくった計画でありますの

で、これに基づいて各部横断的に連携とって取

り組んでいくと、そういう決意であります。

○坂元委員 だから、なぜそれをやってきて過

疎が止まらないかということです。やってきて

いるんでしょう。農政水産部、環境森林部なん

か連携してやってきたと。道路改良率も高めて

きたと。なぜしかし過疎が止まらないかという

ことですよ。つまり無駄だったということです

か。政策の目的を果たしていかない、行政では

限界だということですか。ずっと前から過疎問

題で取り組んできているのですよ。それでもな

お、止まらない原因は何なのかということ。一

生懸命やってきてとまっていますか。止まらな

いからこういう特別委員会をつくっているわけ

です。各部各課が協力してやっていると、しか

し、限界ですと、行政が限界なんですよという

ことなのかどうかということを聞いているわけ

です。

○丸山地域生活部長 直接こういうふうにいろ

いろ、昭和45年法律ができて以来やって取り組

んできましたけれども、今申し上げましたよう

に過疎はまだとまってない。これは現状として

事実としてあるわけです。その間、例えば都市
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部におきましては、商業とか工業、産業全般の

振興があって、働き手がそちらに流れたという

経緯もあろうかと思います。そういうことにな

ると、道路もよくなると、都市部の方にそうい

う就労の場があるわけですから当然若い人たち

も都市部の平地部の方に働きに出る、こういう

ことが過去あったことは事実だろうと思いま

す。委員からありましたように就労の場、そこ

を何とかして、若い人が地域内で働いて、地域

内でお金を循環させる、あるいは就労の場を創

出して、お年寄りも元気に意欲を持ってそうい

うところで仕事をしていただく、そういう仕掛

けが必要じゃないかと考えております。そこら

あたりを中心に取り組んでいきたいと考えてい

ます。

○坂元委員 この特別委員会の存立にかかわる

問題だから言いますけれども、結局は限界集落

をどうするかということですね。コミュニティ

バスを運行して、じいちゃん、ばあちゃんしか

いないけれども、その人たちが生活できるよう

に御用聞きでもちゃんと回らせると。医者も

ちゃんと往診ができるような、そういう行政が

手だてをすると。限界集落だってちゃんと生計

が成り立つように我々が支えていこうという対

症療法しかないわけでしょう。そこに就労の場

をつくるなんて、そういう会社が来るわけない

し、ですから、対症療法をどうしていくかとい

うのが私はこの特別委員会の設置目的だなとい

うふうに思うので、過疎地域を過密に、過疎か

ら脱却させるなんて行政にはだれも期待してな

いんです。できると部長は言うけど、できない

じゃないですか。対症療法をどうしていくのか

というのが私はこの特別委員会なのかなという

ふうに思っているので。

○濵砂委員 関連。部長が言われたようにお母

さんが都城に住まれていて、都城のようなとこ

ろのことを言っているんじゃないんです。実際

にもう住めない地域、住めなくなっている地域

があるんです。外に出たら音信不通なんです。

携帯電話も届かない。お店なんかあるはずもな

い。そういうところに御老人が住んでおられる

んですよ。ひとり住まいもおるし、２人住まい

もおるし、点々と点在されている。病気になっ

たら連れていってくれる人もいない。そういう

ところがたくさんあるんです。そういうところ

の人たちは、限界集落を既に超えていますか

ら、今後これをどうしていくか。就労の場なん

かそこにあるはずもない。同じ宮崎県に住む人

間が、宮崎市に住んでも、その地域に住んで

も、行政サービス一緒のことを受けるのは当た

り前のことですから、そのようなものをちゃん

と追求していかなきゃいかん、そういうことを

さっき申し上げたんです。

○河野哲也委員長 今後の委員会の調査の中で

大事な視点が幾つかありましたので、また議論

しながらやっていくということで了解していた

だいてよろしいでしょうか。

以上で地域生活部の概要説明を終わらせてい

ただきたいと思います。地域生活部の皆さん、

退席いただいて結構です。御苦労さまです。

では、環境森林部の入室のため、暫時休憩い

たします。

午前10時47分休憩

午前10時50分再開

○河野哲也委員長 委員会を再開いたします。

環境森林部においでいただきました。

初めに、一言ごあいさつ申し上げます。私ど

も14名が県議会で委員として選任され、調査活

動を実施していくことになりました。当委員会
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の担う課題を解決するためにともに努力してま

いりたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。

なお、通常であれば委員の紹介をさせていた

だくところでありますが、お手元の配席表にか

えさせていただきます。執行部の皆様の配席表

も各委員に配付しておりますので、御紹介は要

りません。

早速執行部から概要説明をお願いいたしま

す。

○髙柳環境森林部長 環境森林部長の髙柳でご

ざいます。どうぞよろしくお願いを申し上げま

す。

山村地域には固有の伝統文化が継承され、ま

た林業生産活動を通じた自然災害の防止あるい

は洪水の緩和などの県土の保全等において重要

な役割を担っております。環境森林部では、こ

のような役割を果たしております山村地域の振

興について、主に森林・林業の活性化という視

点から山村の振興に寄与する各般の施策に取り

組んでいるところでございます。委員の皆様方

の御指導をどうぞよろしくお願い申し上げま

す。

それでは、座って説明をさせていただきま

す。お手元にお配りしております中山間地域振

興対策特別委員会資料の１ページをごらんいた

だきたいと思います。19年度の環境森林部幹部

職員名簿でございます。

２ページ以降につきましては、森林・林業か

ら見た山村地域の振興についてでございます。

環境森林部におきましては、中山間地と言われ

る地域のうち、山村地域の振興についての施策

を展開しております。その中心となるものは、

木材の生産はもとよりでございますが、県土の

保全、水源の涵養などの多面的機能が期待され

ております森林の整備保全と林業の振興であり

ます。そういう観点から課題と主要事業につい

てまとめております。詳細な説明につきまして

は、環境森林課長が行いますので、よろしくお

願いをいたします。

私からの説明は以上であります。

○鈴木環境森林課長 それでは、特別委員会資

料の２ページをごらんください。森林・林業か

ら見た山村地域の振興についてということで御

説明いたします。まず、１の山村地域における

森林・林業の課題についてであります。（１）

に書いてありますが、充実する人工林資源の利

活用でございますけれども、民有林の人工林齢

級構成表というのを出しておりますが、そこに

ありますように、本県の森林は、戦後昭和30年

代の拡大造林の成果として、平成18年３月31日

現在でⅧ齢級36年生以上の利用可能な人工林、

この齢級につきましては、表の下の方に米印で

説明しておりますが、５年を１単位としました

林齢の区分でありまして、例にありますよう

に、Ⅰ齢級は１年生から５年生、Ⅷ齢級は36年

から40年ということにしております。Ⅷ齢級以

上の利用可能な人工林が13万8,000ヘクタール

で、人工林面積の55％を占めております。この

充実する森林資源を有効に利活用していくこと

が大きな課題となっております。

しかしながら、（２）でございますけれど

も、木材、特用林産物価格の低迷等による林業

採算性の悪化のところに、木材（丸太）、乾し

いたけ価格の推移、この価格は表の下の米印に

ありますように平均価格でありますが、ここに

ありますように、木材（丸太）価格は平成18年

度１立方メートル当たり１万900円と前年に比べ

れば持ち直したものの、依然として低迷してい

る状況にあります。また、山村地域等において
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貴重な現金収入源であります乾しいたけにつき

ましても、平成11年以降の中国産シイタケの輸

入増により、一時2,000円台を割り込む価格と

なっておりましたが、輸入野菜の残留農薬問題

や食品品質表示の偽装問題などから国産品の引

き合いが強まり、近年その価格は幾分持ち直し

てきておりますが、やはり価格が低迷している

状況にございます。

このような状況も要因となりまして、（３）

に書いておりますが、過疎化、高齢化に伴う林

業就業者、後継者の減少にありますように、林

業就業者数の推移を国勢調査の結果で見てみま

すと、林業就業者数は減少を続けており、また

高齢化も加速しております。このため、就労環

境の改善や機械化の推進などにより、若者にも

魅力ある職場づくりを進め、新規参入を促進す

ることが課題となっております。

また、（４）間伐、再造林等森林整備の一層

の推進の民有林の人工林伐採、再造林、間伐面

積の推移にありますように、伐採面積、再造林

面積、ともに近年増加傾向にあるものの、伐採

面積の８割程度しか再造林されていない状況と

なっております。なお、参考としまして、表の

下に、これも米印で１ヘクタール以上の植栽未

済地の状況を掲げております。また、健全な森

林整備に欠かせない間伐につきましても、年

間7,000ヘクタールから１万ヘクタールで推移し

ており、十分とは言えない状況でございます。

今後ますます人工林資源が充実してくる中で、

伐採跡地の再造林対策や高齢級間伐等の実施に

よる齢級構成の平準化対策は重要な課題となっ

ております。

次に、資料の３ページをごらんください。以

上述べました課題を踏まえて、環境森林部の山

村地域に関係する平成19年度骨格予算の主要事

業を掲げております。表の左側に４つの基本方

向を立てておりますが、これに沿って御説明い

たします。初めに、森林の持つ多面的機能を持

続的に発揮するため、環境を守る多様な森林づ

くりを推進することとし、森林整備地域活動支

援交付金事業や流域育成林整備事業、山地治山

事業等を実施、さまざまな樹種や林齢で構成さ

れた多様な森林を整備することとしておりま

す。

次に、山村地域の主要な資源である木材が多

様な形で利用される循環型社会の実現に向け、

新たな木の時代を築く林業・木材産業づくりを

推進することとし、林業再生に向けた新生産シ

ステム推進対策モデル事業や林業・木材産業構

造改革事業等により、県産材の生産・加工流通

体制の構築や乾しいたけを初めとする特用林産

物の生産振興にも努めることとしております。

また、山村に定住する人々が安全で快適に暮

らせるために、森林と共生する活力ある山村づ

くりを推進することとし、道整備交付金事業や

ひむか神話街道快適走行空間創出事業等によ

り、山村地域に山村地域交通のネットワーク化

や生活環境の整備を進めるとともに、森林のい

やし機能に着目した取組みや山村体験型ツーリ

ズムの推進など、山村と都市との交流の促進に

も努めることとしております。

最後に、森林・林業の発展や山村地域の活性

化を図るため、森林・林業・木材産業、山村を

担う人づくりを推進することとし、林業就業者

支援総合対策事業や林業担い手対策基金事業等

により、森林・林業を支える担い手の確保育成

に努めることとしております。今後とも木材や

特用林産物等の生産はもとより、森林の有して

いる多面的な機能を持続的かつ高度に発揮させ

ることを念頭に、森林・林業を通した山村地域
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の振興に努めてまいりたいと考えております。

説明は以上でございます。

○河野哲也委員長 資料請求等ございません

か。よろしいでしょうか。

ないようですので、以上で環境森林部の概要

説明を終わらせていただきます。執行部の皆

様、御退席いただいて結構です。御苦労さまで

した。

農政水産部入室のため、暫時休憩いたしま

す。

午前11時０分休憩

午前11時５分再開

○河野哲也委員長 委員会を再開いたします。

農政水産部においでいただきました。

初めに、一言ごあいさつ申し上げます。私ど

も14名が先の県議会で委員として選任され、今

後１年間、調査活動を実施していくことになり

ました。当委員会の担う課題を解決するために

ともどもに努力してまいりたいと思いますの

で、どうかよろしくお願いします。

なお、通常であれば委員の紹介をさせていた

だくところでありますが、時間の制約等あり、

お手元に配付の配席表にかえさせていただきま

す。また、執行部の皆様の配席表も各委員に配

付しておりますので、御紹介いただく必要はご

ざいません。よろしくお願いいたします。

それでは、早速でありますが、執行部から概

要説明をお願いいたします。

○後藤農政水産部長 農政水産部長の後藤でご

ざいます。どうぞよろしくお願い申し上げま

す。

本県の農業、水産業を取り巻く情勢は大変厳

しい状況になっております。平成19年度におき

ましても、本県の農業、水産業、さらには農

村、漁村の発展のために農政水産部一丸となっ

て取り組んでまいりたいと存じております。委

員長を初め、委員の皆様方にはよろしく御指

導、御鞭撻のほどお願い申し上げます。

それでは、座って説明をさせていただきま

す。お手元の特別委員会資料、１枚開いていた

だきますと、農政水産部幹部職員名簿を記載い

たしております。後ほどお目通しをいただきた

いと存じます。

続きまして、資料２ページをめくっていただ

きたいと思います。中山間地域農業の概要につ

いてでございます。資料の詳細につきまして

は、後ほど地域農業推進課長から御説明申し上

げますが、１の現状のところをごらんいただき

ますと、特に山間地域の指標は厳しい状況を示

しているというふうに考えております。このた

め、県といたしましては、３ページの４のとこ

ろになりますけれども、今後の取組方向に記載

しておりますとおり、中山間地域の夏季冷涼な

気候と多品目栽培等の地域の特性を最大限に生

かしまして、生産対策、担い手対策、基盤整

備、生活環境等について総合的に対策を講じ、

中山間地域の活性化と多面的機能の発揮に向け

た取組みを推進いたすことにしております。

簡単でございますけれども、私の方からは以

上でございます。

○岡崎地域農業推進課長 地域農業推進課でご

ざいます。

それでは、概要について御説明いたします。

２ページでございます。中山間地域農業の概要

につきまして、現状、課題、これまでの主な取

組み、今後の取組方向の４点で整理いたしてお

ります。まず、１の現状で、農林統計上の中山

間地域の分類で主要指標をまとめております。

旧市町村で整理しておりまして、44市町村中32
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市町村が中山間地域となっております。まず、

農地の状況ですが、経営耕地面積は県全体の４

万8, 8 3 1ヘクタールに対し中山間地域は２

万9,331ヘクタールで、県全体の約６割を占めて

おります。次の販売農家１戸当たりの経営耕地

面積は県平均が1.39ヘクタールで中山間地域

が1.37ヘクタールとほぼ同じですけれども、山

間地域は0.92ヘクタールと経営規模が小さく

なっております。次に、耕作放棄地面積です

が、中山間地域の耕作放棄地面積は県全体の約

６割となっており、経営耕地面積の割合と同じ

となっておりますけれども、その下の欄の経営

耕地面積に対する耕作放棄地の割合は山間地域

で7.9％と耕作放棄地の割合が高くなっていると

ころであります。次の基盤整備ですけれども、

水田の整備率は県全体、中山間地域、ともに約

４割の整備率となっております。次に、畑地か

んがい整備率ですが、県全体の20.3％に対し中

山間地域で14％、特に山間地域では10.2％と低

い数字となっております。続きまして担い手に

ついてであります。販売農家数、農業就業人口

うち65歳以上人口、認定農業者数、ともに県全

体の約６割となっておりますけれども、担い手

欄の一番下、販売農家数に対する認定農業者の

割合は県全体の21.1％に対し山間地域では15.5

％と低くなっております。次に、農業産出額で

あります。中山間地域では花卉の割合が低いも

のの、県全体のほぼ６割を占めております。し

かし、一番下の欄、販売農家１戸当たりの農業

産出額では、県平均の909万円に対し中間地域で

は982万円と高いものの、山間地域では538万円

と低くなっております。

次に、２の課題でございますが、（１）です

けれども、傾斜地が多く、農業生産基盤の整備

の遅れ、鳥獣被害の多発など農業生産に不利な

条件があり、零細規模農家が過半を占めており

ます。また、農業従事者の高齢化も進んでお

り、耕作放棄地も増加している状況にありま

す。また、（３）ですけれども、定住条件の整

備の遅れなどから若者層の流出が進み、農村の

活力低下、農業生産活動の衰退、多面的機能の

発揮に支障を来すことが危惧されております。

次に、３ページをお願いいたします。３のこ

れまでの主な取組み、支援事業についてであり

ます。このような現状と課題を抱える中山間地

域に対しまして、生産対策、担い手対策、基盤

整備、地域づくりの各対策を実施しておりま

す。まず、（１）の生産対策につきましては、

新山村振興等農林漁業特別対策事業を平成11年

度から実施しておりまして、集落道や簡易給水

施設等の生活環境施設や、集出荷施設、農産物

処理加工施設、直売所等の活性化施設の整備を

実施しております。また、みやざきの園芸競争

力強化対策事業によりまして、標高差を利用し

た立体園芸を推進するとともに、山間地域肉用

牛生産サポートシステム整備推進事業により、

山間農業地帯における肉用牛生産基盤の強化を

図っております。次に、（２）の担い手対策に

つきましては、担い手育成総合支援事業を平

成16年度から実施しており、地域農業を支える

意欲的な担い手を確保するため、認定農業者の

取組みを支援するとともに、農業経営の法人化

や集落営農組織の育成等を支援しております。

また、中山間地域活性化資金利子補給金によ

り、中山間地域の農水産物等の各種施設の設置

に要する資金に対する借入利率の引き下げを

行っております。次に、（３）の基盤整備につ

きましては、中山間地域総合整備事業を平成２

年度から実施しており、農業用用排水路、農道

等の生産基盤の整備と一体的に集落道や農村公
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園等の生活基盤の整備を行っております。ま

た、中山間地域総合農地防災事業により、農地

保全施設やため池などの整備を行っておりま

す。最後に、（４）の地域づくりにつきまして

は、中山間地域等直接支払制度を平成12年度か

ら実施しており、中山間地域等において農業生

産の維持を図りつつ、耕作放棄を防止し、多面

的機能の確保を図っております。また、新グリ

ーンツーリズム総合推進対策事業によりまし

て、グリーンツーリズムを推進し、都市と農村

との交流の促進を図っているところでありま

す。

最後に、４の今後の取組み方向についてであ

ります。中山間地域の夏季冷涼な気候と多品目

栽培などの地域の特性を最大限生かした生産、

担い手、生産基盤、生活環境等の総合的な対策

によりまして、中山間地域の活性化と多面的機

能の発揮に向けた取組みを推進することといた

しております。まず、（１）の生産対策では、

夏季冷涼な気象条件など地域特性を生かした商

品性の高い農産物の生産振興や、林間放牧の構

築による肉用牛生産の低コスト化を推進するこ

とといたしております。次に、（２）の担い手

対策では、農業ヘルパー組織やコントラクター

などの農作業受託組織の育成や、集落営農の推

進による担い手の育成と農地の利用集積を推進

することといたしております。次に、（３）の

基盤整備では、地域の条件に即した生産基盤整

備の推進や、生態系や環境に配慮した多面的機

能を増進する基盤整備の推進を図っていくこと

としております。最後に、（４）の地域づくり

では、耕作放棄を防止する中山間地域等直接支

払制度の推進や、集落道や営農飲雑用水など生

活環境整備の推進、グリーンツーリズム等都市

と農村の交流の推進を図っていくことといたし

ております。

説明は以上でございます。

○河野哲也委員長 農政水産部の説明が終わり

ました。資料請求等ございませんでしょうか。

○中野一則委員 農地の耕作放棄地の総農家と

その割合が出ているんですが、これを市町村ご

とにいただきたいと思います。例えば耕作放棄

地が中山間地で5.4％、総体で5.4ということ

は、都市的な農地、平地の農地、これも変わら

ないという数字だと思うんですが、そうなのか

という気がいたします。市町村ごとの表をお願

いいたします。

○河野哲也委員長 他はございますか。

○松田副委員長 今いただきました取組みの中

で（１）から（４）まで、これ、現状に対して

目標値はこうであるという計画に基づいてつく

られたものであろうと私は理解をしておりま

す。全部が全部ではないんですけれども、前年

度比幾らでどれぐらいの効果があったのか、例

えば生産対策でしたら、それぞれ目標値があっ

て、これぐらいアップをしたいという目標が

あったと存じますので、そういった数値をお示

しをいただきたい、そういった資料をちょうだ

いしたいと思います。

○河野哲也委員長 よろしいでしょうか。

それでは、ないようですので、以上で農政水

産部の概要説明を終わらせていただきます。農

政水産部の皆様、御退席いただいて結構です。

御苦労さまです。

暫時休憩いたします。

午前11時16分休憩

午前11時19分再開

○河野哲也委員長 委員会を再開いたします。

まず、先日開催されました委員長会議の結果
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につきましては、昨日の常任委員会で資料の配

付がありましたので、説明は省略させていただ

きます。御協力をよろしくお願いいたします。

それでは、協議事項１、委員会の調査事項に

ついてであります。お手元に配付の資料１をご

らんください。１の当委員会の設置目的につき

ましては、先の臨時議会で議決されたところで

ございます。２の調査事項案につきまして、特

別委員会設置の段階で各会派から要望が出され

た（１）から（６）の項目を挙げております。

本日の初委員会ではこの（１）から（６）を参

考にいたしまして、当委員会としての調査事項

を検討し、決定することとなっております。早

速御協議いただきたいと思いますが、先ほど協

議の中でも、喫緊の課題であるということで

しっかり絞り込みをした調査をとの御意見があ

りました。そういうところを踏まえてぜひ御意

見をいただきたいと思います。

○中野明委員 調査事項の（１）ですが、都

市部との格差解消に関すること、これは実際問

題として１年かけてめどが出る話じゃないと思

うんです。大きく挙げても余りにも乖離してい

ます。県と東京との話もあるし、ここまで挙げ

て大丈夫ですか、後ろから考えた場合。

○濵砂委員 都市部というのは宮崎と宮崎の過

疎部という意味の問題なんでしょう。ぜひこの

格差解消には取り組んでもらいたいと思いま

す。先ほど私も話をしましたけれども、実態を

見てみると、既に住めなくなっている状況なん

です。いつ崩壊してもおかしくないようなそう

いう集落がたくさんあります。私も目の当たり

に見ていますから。こういうところに何か生活

ができるような条件を整えていくというのが我

々の政治的なスタンスのあり方だと思いますの

で、ぜひ入れておいていただきたい。

○坂元委員 濵砂委員が言われるように、格差

解消というのは、どこにいてもちゃんと居住で

きるといういろんな条件を過疎地域だって整備

してやるという方向に絞り込めばいいと思うん

ですよ。どこにおっても医療は受けられますよ

と、どこにおってもちゃんと食料品は購買でき

ますよと。それが格差だと言うのなら、都市部

と同じような恩恵は受けられないかもしれない

が、それに近い恩恵が受けられますよというこ

とに絞り込んだ対策を調査したらどうですか

ね。

○濵砂委員 どこにおっても生活はできますよ

と。生活ができない状況ですからね。生活の安

定安全を行政でやる、方向づけをするというこ

とが大事だと思うんです。このあらわし方は別

として。

○中野明委員 根本的には人口が減って、お

らんようになりよるわけですね。どうしたらそ

こにとめるか。今言ったように、過疎対策とか

言っているけれども、３部でそれぞれ、ただ、

予算、補助金流して、市町村がやるところに対

して補助金上げますよというシステムなんで

す。いろんな過疎計画、私、飽きるほど見てい

ます。各市町村でつくってね。そういうのを現

実問題としてもうちょっと絞り込みを何か…

…。最終的には今、２人が言われたようなこと

にいくわけですけれども、過疎対策とか言って

いるけれども、本当に補助金を流すだけの政策

なんです。

○坂元委員 この間、限界集落の条例をつくっ

たところがあったみたいでテレビでやっていた

けれども、要するに集落としての機能をだんだ

ん失いつつある、もう無理だという限界点に達

している集落をいかにボランティアあるいは行

政で、あるいはまたいろんな県外からの定住者
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を募って集落を維持していくかという対症療法

的なものですね。今、中野委員が言われるよう

に、過疎地域を過密化しようなんてまず無理

で、就労の場をつくろうなんてだれがそんなも

のをつくるの。そんなできもしないことを言っ

ているからできないんで、そこを守っていこ

う、そこにへばりついてでも住まなきゃならな

いんだというふうな人たちをいかに我々が支え

ていくかという、その手だてをどうするかとい

うのが一つは格差解消なのかなというふうに思

うので、そういうふうに絞ったらどうですか

ね。

○緒嶋委員 過疎地域を保全するという、そう

いうところしかないと思います。いかにその地

域を保全するか、生活できるかというようなこ

とでないと。本当は振興して人口が増えるのが

理想だろうけれども、そういうことを言ったっ

て空論にしかならんから。人口減少社会になっ

ているんだから、どこかが減るわけだから、そ

れが早く見えるのが中山間地ということです。

○河野哲也委員長 他の委員はいかがでしょう

か。

○太田委員 この問題になるとどうもぼやきに

もなるような感じがするんですが、例えば過疎

ということを考えた場合に、地域振興課あたり

では道路をつくったりとか舗装してやっていま

すという政策をやっていますけれども、例えば

そうやったときには、山村におる人たちが町中

にさっと出てくることは可能だけれども、その

村にずっと住んでいく、年をとったりしたら道

路はもう使えないんです。そこに子供がまた存

在をしていくということでしかその村の維持は

できないと思うので、先ほどぼやきと言ったの

は私自身のことで言ったんですが、例えばいろ

んな方が事例を出されて本当にそうだなと思っ

たのは、私自身も体験したのは、京都から北川

町に若夫婦が子供連れで戻ってきたけれども、

学校がないものだから、やむなく延岡に住ま

にゃならんということで、せっかく北川に若者

が戻ってきたけれども、やっぱり都市に集中し

なきゃいかん。なぜ若者にとって住めなかった

かというと、廃校されて学校がなかったからで

す。おばあちゃんたちが住んでいるところに巡

回のいろんなものを売りに行く人がどんどん

行ってくれるというのも大事なことだけれど

も、そのばあちゃんが亡くなったらだれもいな

くなるんです。そういうことを考えると、どう

しても子供たちが一緒に住めるようにと思う

と、例えば学校が確実に存在することとか、も

しくは郵便局でもきちっと存在をしていくとい

う、働く場が必要だとかいう、そんなのがない

限り、年とったらみんな死んでいくから、やっ

ぱり過疎になるんです。そこの前の手だてを何

か欲しいなという私のぼやきなんです。ごめん

なさい。それをしないと、持続した若者の村と

いうのはできないんじゃないかなと。

○中野一則委員 国土保全とか自然環境の保全

とか書いてあるんですが、昨年えびのが豪雨で

いろいろ災害を受けたんですが、特に中山間地

域の農業水路とかため池とかたくさん壊れたん

です。ああいう農地とか環境保全含めて守るた

めには、用水路とかため池、単なる災害復旧で

はどうにもならんのです。ですから、災害復旧

のあり方ということもこの国土保全とか自然環

境の保全という観点からぜひ取り組んでほしい

と思うんです。えびのでさえもそうだから、特

に諸塚とか、今度議員になられましたが、ああ

いう山間地の実例があると思うんです。その辺

のあり方を今度これで取り組んでほしいなと、

視察もしてほしいなと思うんですが、ぜひお願
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いしたいと思います。

○髙橋委員 先ほどから出ていますように、現

状に対する対策が必要でしょう。現実にいらっ

しゃる方々が生活を維持できるための対策、そ

れとそこにだれかが住んでもらうことによって

自然が守られる、国土保全ができるということ

もあるから、二面性でこの対策はしていくべき

じゃないかなというふうに思います。

○横田委員 私、さっきお店の話をしましたけ

れども、全く坂元委員が言われたことだと思う

んですね。方向としては坂元委員が言われた方

向でいいと思います。私はいつもこれまで、の

こくずの牛の飼い方のことを言っているんです

けれども、まさにこういうところの産業振興は

そういうのが適しているんじゃないかなと思う

んですが、なかなか県が動いてくれないんで

す。何で動かんのかよくわからんですけれど

も、そういう産業振興も考えられるんじゃない

かなと思うんですけれども、そのあたりも検討

してもらうといいなと思います。

○松田副委員長 先ほどの執行部のお話を伺っ

ても、どうやら我が県における過疎の現実が数

値としてわかってないんだなと。国交省のデー

タが出ているけれども、それを云々というばか

りで詳しく把握されていないし、底辺がどう

なっているかわからない。だから、まずそこの

ことを調べることが真っ先じゃなかろうかな

と。皆さん方がおっしゃったお店が巡回するこ

とですとか、道路の整備状況も含めて、そうい

うことをＰＲしないと、せっかく「寒川」とい

う映画が出て、宮崎県でも村がなくなっている

んだなという意識が高まったところで、これが

持続しないんじゃなかろうか、県民にＰＲする

力が弱いんじゃなかろうかと私は思っておりま

す。

○河野哲也委員長 この絞り込みに関しては正

副委員長一任ということでよろしいでしょう

か。一応、案として準備したんですけれども、

認識が委員長として甘かったなと、ここまで真

剣にやっていかなきゃいけなかったと思います

けれども、一応３つ、まず今、副委員長もおっ

しゃったように、中山間地域の実態をしっかり

と掌握するということ、これは絶対やっていこ

うと、現地調査含めてやっていこうというこ

と、それと２つ目が過疎対策ということをしっ

かり、つまりマイナスからさっき言ったように

生活維持できるまで、その対策をどうするかと

いうことを柱の２番目ということで考えまし

た。３つ目に、その中で頑張っている地域があ

るんじゃないかと、全国的にも含めて、それを

紹介していく、または認識していく、さっき県

民へのＰＲ等もありましたけれども、そういう

視点も必要なのかなということで柱を３つ考え

たんですが、その方向で調査項目立てさせてい

ただいてお諮りするということ、よろしいで

しょうか。

○中野明委員 今、執行部がやっている過疎

対策、果たしてこれで過疎対策になるのかとい

う議論も入れんといかんと思うんです。絵に描

いたもちじゃしょうがない。具体的に何をする

かという話を３つ目に一緒にどこか入れてくだ

さい。

○河野哲也委員長 最終的には我々の委員会の

目的は県に対してどれだけ提言できるかという

のですから、今、中野委員が大事な視点をおっ

しゃったので、そこも含めてやっていくという

ことで一任させてもらってよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野哲也委員長 暫時休憩させていただきま
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す。

午前11時33分休憩

午前11時37分再開

○河野哲也委員長 委員会を再開いたします。

次に、委員会の調査活動方針・計画について

であります。活動方針につきましては、資料１

の３のとおりであります。また、活動計画につ

いては資料２をごらんください。これらの案に

つきまして、何か御意見がありましたらお願い

いたします。

○横田委員 ８月の県南調査ですが、実は私と

田口委員が商工建設常任委員会の委員長、副委

員長をさせてもらっていますが、９日、10日、

高速道路関係で議長と３人で東京、大阪に陳情

に行くことになっています。９日の日を欠席さ

せていただくことを御了承いただきたいと思い

ます。

○河野哲也委員長 公務ということでよろしい

でしょうか。

○髙橋委員 日にちは変えられないですか。

７、８、９を６、７、８で。

○横田委員 皆さんがそれで了解していただけ

ればありがたいです。

○河野哲也委員長 ６日に委員全体に影響がな

ければ、横田委員、田口委員に参加をしていた

だくために、６、７、８もあり得るということ

で御了解いただけますか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野哲也委員長 では、ここで今後のスケ

ジュールの関係で県内調査について御協議いた

だきます。資料２をごらんください。７月の県

北調査につきましては、６月定例会中の委員会

開催後実施することとなりますので、準備の関

係もあり、調査先につきまして今回の委員会で

御意見や御要望をいただきたいと思いますが、

県北関係ということになりますけれども、何か

ございませんか。

○緒嶋委員 頑張っているところということで

いけば、五ヶ瀬の桑野内というところがありま

す。農家が民泊もやっているし、泊まれんこと

もないけれども。そこは研修の場所としてはお

もしろいと。

○河野哲也委員長 他、県北関係で。

○濵砂委員 私が言った宮崎県で一番過疎率の

激しいところ、旧東米良村、通過でいいですか

ら、通れれば通ってみてください。行程に入れ

られればで結構です。

○西村委員 黒木正一委員がいらっしゃいます

けれども、諸塚が少子化対策というか、小学生

を年に１回旅行に村がある程度お金を出して、

かなり子供たちに対して進んだ取組みをしてい

まして、文集なんかを全戸に配布したりしてい

るような状況がありますので、そういう意味で

少子化対策も村ならではを勉強するにはいいん

じゃないかなと思います。

○緒嶋委員 町村がどういう過疎対策をしてい

るかということを勉強するといいと思います。

○河野哲也委員長 他はございますか。

では、調査先の調整などにつきましては、正

副委員長御一任ということでよろしいでしょう

か。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野哲也委員長 それでは、そのように進め

させていただきます。

その他活動計画について何かございません

か。

それでは、確認しましたように今後１年間の

調査活動を実施していくことにしたいと思いま

すので、御異議ございませんか。



- 20 -

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○河野哲也委員長 そのように決定いたしま

す。

最後になりますが、先ほど協議していただい

た調査事項を踏まえまして、次回の委員会での

執行部への説明資料要求につきましては、先ほ

ど数点ありましたが、それ以外に御意見、御要

望ございませんか。

○中野明委員 全市町村で５歳別年齢構成、

５歳ごとの刻みの人口、簡単にできるからそれ

を棒グラフにして出してくれたら数字で見るよ

り一目瞭然、いかに10年先が何の見込みもない

かというのがわかります。農業人口あわせたら

まだわかる。

○河野哲也委員長 他ございませんか。

ただいまの御意見を参考にいたしまして、次

回の委員会の資料等を要求していきたいと思い

ます。

その他、皆様からございませんか。

○緒嶋委員 委員会の日程、難しいと思うけれ

ども、特別委員会を午前中、午後やるというよ

うなことだったら、時間制限で議論せにゃいか

んから、限界がある。特別委員会２つを同じ日

にするということにはちょっと……。定数の特

別委員会がきょうは午後あるわけです。頭出し

だからきょうはいいけれども、午前中しかでき

ませんということになる。日程の決め方につい

てもちょっと知恵を出さにゃいかんのじゃない

かと思います。

○河野哲也委員長 わかりました。

次回は６月定例会開会中の委員会を予定して

おりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、以上で本日の委員会を閉会いたし

ます。

午前11時45分閉会


